
意見書案第２号 

 

国に対し東京電力福島第一原子力発電所事故により発生した損害賠償 

請求権につき３年の消滅時効の適用を排除する立法措置を求める意見書 

 

 東京電力福島第一原子力発電所事故は、我が国がこれまで経験したことのない未曾有の

大事故であり、広範囲の地域に、長期的にわたり、深刻な影響を及ぼし続けている。旧警

戒区域から福島県内の他の地域に避難を余儀なくされた避難者は約９万８０００人、県外

への避難者は、５万５６００人ともいわれ、ゆわゆる「自主的避難者」も含めれば、避難

を余儀なくされた被害者の数は正確に把握することさえ困難である。そして、避難者は、

生活基盤を根こそぎ奪われ、地域コミュニティから隔離された中で、経済的にも精神的に

も困難な状況に置かれた状況が続いている。他方、放射性物質に汚染された地域にとどま

って生活している人も、放射線被ばくを余儀なくされ、健康への影響に対する不安の中で、

目に見えない被害を被り続けている。このように、本件原発事故による被害は、生活全般

にわたる深刻なもので、広範囲かつ長期的にわたり、生じている。 

 さらに、その被害は潜在性を有し、被害の範囲も、その内容も、未だ明らかになってい

ない。放射線被ばくの健康への影響について専門家の中でも意見が分かれ、特に低線量を

長期間に亘って被ばくすることによる健康への影響についての一致した科学的知見が確

立されていないことや、放射性物質の除去（除染）技術が確立しておらず、被害地域の復

旧について明確な見通しが立たない状態にあることからも、少なくとも現時点において、

被害者が、自らの被害の全容を客観的に把握し、その被害に見合った賠償を求めることは

不可能である。 

 加害者である東京電力株式会社は、福島県からの公開質問状に対し、本年４月２２日付

回答書において、「…請求書やダイレクトメール等の送付により時効が中断するという考

え方は、弊社が本件事故に伴う原子力損害賠償債務の存在を認識していることが前提とな

るため、仮払補償金をお支払いした方々…の損害賠償債務のうち、当該請求書等に記載さ

れた範囲で適用される」として本件原発事故に係る損害賠償請求権について民法７２４条

前段の消滅時効の規定が適用されることを前提に、ごく限定された対象者に対し、ごく限

定された範囲でのみ、適用が排除される旨、表明している。 

 これに対し、東日本大震災にかかる原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争

審査会による和解仲介手続きの利用に係る時効の中断の特例に関する法律によれば、原子

力損害賠償紛争解決センターへの和解仲介申立に時効中断効を付与し、和解が成立しなか

った場合でも打ち切りの通知を受けた日から１ヶ月以内に裁判所に提訴すれば、和解仲介

申立時に訴えを提起したものとみなされることになる。 

 しかるに、上記のように、本件原発事故による被害は、深刻かつ広範で、いまだその全

体像も明らかでなく、損害を確定することは現時点では不可能である。深刻な被害を被っ

た被害者は、生活基盤そのものを失い、今後の生活の見通しが立たない人も多くいる。そ

のような被害者に、全損害について、短期間のうちに原紛センターに和解仲介手続きの申

立て等の権利保全措置を講じることを求めるのは、不可能を強いるに等しいといわざるを

得ない。現に、原紛センターによれば、同センターに申し立てた被害者は、上述の深刻か

つ広範な被害にもかかわらず、平成２４年末時点で１万３０３０名に過ぎず、未だ被害者

が申し立てすらできない状況にあることを示している。ましてや、打ち切り通知から１ヶ

月以内に訴状を作成し、証拠を整理して提訴することも極めて困難である。したがって、

本件特例法だけでは、被害者救済に未だ不十分といえる。 



 そもそも、未だ今後の生活の再建の道筋さえ見通せない多くの被害者に対し、本件原発

事故から３年以内に、自ら権利の保全措置を講ずるよう求めることは不可能を強いるもの

といわざるを得ない。特に高齢者や障がい者は、自ら声を上げること自体困難であって、

これをすべて救い上げるにはまだまだ時間が必要である。現在、本件原発事故に係る原子

力損害賠償請求権に関連した裁判も係属しているところ、その結果を受けて初めて自ら被

害者であることに気付く被害者もいるはずである。 

 本件原発事故は、上記のとおり、広範囲にわたり、極めて多数の被害者に対し、長期間

にわたり、様々な被害を与える特殊な大事故であって、その被害者の現状を直視すれば、

被害者側に民法７２４条前段が適用されない旨の主張立証責任を負わせることなく、これ

を救済する特別な立法措置を講ずることは当然ともいえる。 

 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案を可決する際の附帯決議として、政府

及び関係者に対し、本年４月２５日の参議院東日本大震災復興特別委員会では「東京電力

福島第一原子力発電所事故に係る損害賠償請求権の消滅時効については、本件事故に起因

する被害の特性として、継続性が認められるとともに長期間にわたるおそれがあること、

被害の範囲及び状況が明らかになっていないこと並びに将来においてもその見通しが定

かでないこと等に鑑み、すべての被害者について充分な期間にわたり損害賠償請求権の行

使が可能となるように、消滅時効に関して法的措置の検討を含む必要な措置を講ずるこ

と」が、５月１７日の衆議院文部科学委員会では、「東京電力福島第一原子力発電所事故

の被害の特性に鑑み、東日本大震災に係る原子力損害の賠償請求権については、全ての被

害者が十分な期間にわたり損害賠償請求権の行使が可能となるよう、短期消滅時効及び消

滅時効・除斥期間に関して検討を加え、法的措置の検討を含む必要な措置を講ずる」こと

（５月２８日の参議院文部科学委員会においても同旨附帯決議）が、それぞれ求められて

いるところ、まさに本件立法措置が「必要な措置」であるというべきである。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

平成２５年６月２７日 

 

内閣総理大臣、文部科学大臣、衆議院議長、参議院議長 あて 

 

                          福島県白河市議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


